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個人事業主と労働組合法における労働者

◆相次いで出された判決

先日、「労働組合法における労働者」に該当

するか否かをめぐる注目すべき判決が相次いで

出されましたので、以下にご紹介します。

◆業務委託契約・出演契約の性質

１つは、「住宅設備のメンテナンス会社と業務

委託契約を結ぶ個人事業主」に関するもの、もう

1つは「劇場側と出演契約を結ぶ音楽家」に関す

るものでしたが、最高裁判所は、個人として働く

人の権利を重視して、いずれについても「労働者

に該当する」との判断を示しました。いずれの訴

訟でも、一審・二審では、「労働組合法における

労働者」とは認められていませんでした。

◆「労働組合法における労働者」とは？

一般に、「労働組合法における労働者」とは、

賃金・給料等の収入を得て生活する人のことを

言います。そして、「労働組合法における労働

者」であると認められれば、憲法で保障する「団

結権」「団体交渉権」「団体行動権」の３つの権利

が認められ、非常に大きな意味を持ちます。

例えば、「団体交渉権」が認められれば、労働

組合が使用者と交渉することができ、使用者が

正当な理由なく労働組合代表者との交渉を拒ん

でしまえば、いわゆる「不当労働行為」に該当す

ることとされてしまいます。

◆今後、企業が注意すべき点は？

企業が経費削減等の理由から外注化を進め

ていることにより、個人事業主が増えている状況

において、今回の判決が、上記のような個人事

業主と音楽家が「労働組合法における労働者」

に該当すると認めたことには、大きな意味を持ち

ます。もちろん、裁判となった事件にはそれぞれ

異なる背景・経緯がありますが、今後、同様の働

き方をしている人、会社と業務委託契約を結ん

で働いている技術者やドライバーなどが「労働組

合法における労働者」と認められる可能性はある

と言えます。

今後、企業においては、業務委託契約を結ぶ

等する際には、上記の裁判例を参考に、慎重を

期する必要があると言えるでしょう。

これからどうなる？年金の

「第３号被保険者不整合記録問題」

◆問題発生の経緯

サラリーマン（第２号被保険者）の被扶養配偶

者である「第３号被保険者」（専業主婦など）につ

いて、本来必要とされる「第１号被保険者」への

変更届出を行わなかったために、自分の年金記

録と実態との間に“不整合”を生じている方が非

常に多く（数十万人、場合によっては数百万人）

発生している可能性があると推計されています。

これらの方への対応については、いったんは

厚生労働省から「運用３号」と言われる特例通知

が出されましたが、マスコミ報道でも大きく取り上

げられた通り、「不公平である」「正直者がバカを

見る」と批判され、この通知は廃止されました。

◆厚生労働省に特別部会設置
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この問題を抜本的に解決するため、厚生労働

省に特別部会が設けられ、現在、解決の方策が

話し合われています。果たして、国民が納得する

ような“抜本的な解決”を図ることができるのか、ま

だまだ不透明だと言えますが、現在、法律改正

（国民年金法の改正）を目指す方向で動いてい

るようです。

◆法改正案の内容は？

現在検討されている法改正案の主な内容は、

次の通りです。

（１）受給資格期間の特例創設（いわゆる「カラ期

間」の導入）

（２）カラ期間となった期間への特例追納の実施

（３）特例追納における分割納付、追納保険料の

設定

◆納得できる制度改正を

ただでさえ「難しい」「複雑すぎる」と言われる年

金制度ですが、保険料をきちんと支払った人が

納得できるような制度改正が行われることが望ま

れています。

災害発生時に活用できる公的支援制度

◆生活を支え、暮らしを立て直すために

今回のような大震災・大災害が発生した場合、

被災者の生活を支え、少しでも早く暮らしを立て

直すために、様々な公的支援制度を活用するこ

とが考えられます。公的支援を受けるためには申

請が必要となるため、知らないと活用できないま

まになってしまいます。被災地以外の方も、いざ

というときのために頭に入れておきたいものです。

◆「生活資金」 と 「住宅再建」

被災してまず困ることとして、生活資金の工面

が挙げられますが、生活資金を国が無利子で貸

してくれる「生活福祉資金（緊急小口資金）」を利

用することができます。本来は低所得者向けの

制度ですが、今回の大震災に伴う特例で、被災

者は、所得に関係なく原則として 10 万円以内

（世帯内に死亡者や要介護者がいる場合等は

20 万円）まで融資が受けられるようになりました。

また、災害が起こった際に重要な問題となるの

は住宅再建です。阪神・淡路大震災を契機に作

られた「被災者生活再建支援制度」では、住宅

の被害状況や再建方法に応じて、最大で 300 万

円まで支給されます。

◆社会保険制度の活用も

その他、社会保険制度の活用も重要です。健

康保険では、怪我などで働けない場合に最長１

年６カ月間、傷病手当金として収入の３分の２が

支給されます。地震に伴う怪我なども対象となり、

また、要件を満たせば遺族年金や障害年金など

の支給対象にもなります。

業務中・通勤中の怪我などが対象の労災保

険は、原則として自己負担なしで治療が受け続

けられるなど、補償が手厚い制度です。ただし、

業務との因果関係が必要なため、「地震が原因

であれば対象外」と思われがちですが、仕事中

に地震による建物倒壊などで被災した場合も、

仕事の環境がもともと危険だったとして労災が適

用された事例が過去に多くあります。

◆労災保険に関する Q&Ａ

厚生労働省は、「仕事中に地震や津波に遭い、

ケガをされた（死亡された）場合には、通常、業務

災害として労災保険給付を受けることができま

す」などとする労災保険に関するQ&A（厚生労働

省 HP 参照）を発表し、また、労災認定を行う都

道府県の労働局に対し「天変地異による災害な

ら業務起因性がないといった予断をもたないよう

に」といった注意を促しています。公的支援制度

も、被災直後の当事者は考える余地がないこと

が多いので、周りの方が制度を理解したうえで、

アドバイスしてあげることも必要です。

当事務所よりひと言

西日本が自粛していては日本経済の復興は

遅くなると思います。必要以上に自粛せずに

今まで以上に業務に励みたいと思います。

弊所は、中小企業経営者の身近な相談役です！

人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


